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共同石油グループの展開
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1は じ め に

1996年 の石 油 産 業 に お け る規 制緩 和 以 降,日 本 石 油 産 業 の 再 編 が 急 速 に進 み

つ つ あ る。 そ れ は,エ ク ソ ン ニモー ビ ル系,新 日本 石 油(旧 日石 三 菱)系,出

光 興 産系,ジ ャパ ンエ ナ ジ ー ・昭和 シ ェル 系,の 大 き く4グ ル ー プヘ 統 合 ・集

約 され て い く過程 に見 え る。 しか し,そ れ ぞ れ の グ ルー プが 統 合 ・集 約 され た

後 に,ど の よ うに展 開 して い こ うとす る の か は,ま だ明 確 で は な い、、

ところ で 日本 石 油産 業 の再 編 ・統 合 ・集 約 は い ま に始 まっ た こ とで は な い。

じつ は40年 ちか く前 に も行 わ れ た こ とが あ った 、、そ れ が 「共 同石 油 グ ル ー プ」

の成 立 で あ った 。

この 共 同 石 油 の成 立 まで の過 程 につ い て は前 稿 】)です で に明 らか に した.、通

産 省 は,国 内 の 石 油 精 製 ・販売 とい う下 流 部 門 にお い て石 油 メ ジ ャー ズ と渡 り

あ え る民 族 系 石 油 企 業 の 育 成 と,市 場 統 制 の中 心 と な りうる民 族 系石 油 製 品販

売 会 社 の 育 成 を意 図 した(共 販 会社 構 想),、 共 同 石 油 とは,1965年 に こ の構 想

に も とづ き,日 本 鉱 業,ア ジア石 油 お よ び東 亜 石 油 とい う民 族 系 石 油 企 業 の販

売 部 門 を ま とめあ げ る こ とで 発 足 した石 油 共 販 会 社 で あ った 、,

本 稿 で は.共 同 石油 グ ルー プ21成.、ン1以降 の展 開 過 程,す な わ ち グル ー プ形 成

1)拙 稿 「石油業法 か ら共販会杜構想へ」 『経 済論叢』 第170巻 第2号,2002年8月,「 共同 石油(グ

ルーブ)の 成.、Z」『経 済論叢』第170巻 第5・6号,2002年11・12月 。、

2)「 共同石油 グルーブ」 とは.こ の共同石油 とい う新会社 の設立 に参加 ・関連 し,「共同石油 系」

とされた諸企業の総称で ある.こ の共同石油 グループは,共 同石油本社 とこれに参加 した諸企業

とが親会杜 ・子会社 の関係 にはな く,す なわち親会杜 の事業 を中心 として形成 される親子関係型

の 「企業グ ループ」(下 谷政弘 『日本の系列 と企業 グルー プ』 有斐閣,1993年)で はない、拙/
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(集約 と拡 大)の 過 程 に つ い て,こ の 過程 で 見 られ た グ ル ー プ企 業 の課 題 ・戦

略 の あ り方,通 産省 の 政策 との 関係,と い っ た視 点 か ら検 討 した い。

IIグ ループ集約の開始

集約に関する協議機関として,1965年11月 に 「4社連絡協議会」が発足 した。

これは,共 同石油,口 本鉱業,ア ジア石油,東 亜石油そして通産省石油計画課

とから成るものであった。協議事項は次の通 りであった、、すなわち,基 本協定

その他懸案事項を検討すること,集 約各段階で業務運営方式 を検討すること,

集約スケジュールを立案すること,以 上に関する分科会を設置すること,こ れ

に対する検討指示 とその立案結果の審議 を行 うこと、そして何よりも,共 同石

油グループとしての対外事項 と共通関連事項についての統一見解の調整を行 う

こと,で あった3,。

一般燃料油の規格統一の準備 として,1965年10月,4社 間で 「共同石油製品

規格案」が作成 され,同 年11月1日 付で制定 ・実施された。 さらに,ユ ーザー

に対 して規格 を保証するため,同 年12月27日,4利:連 絡協議会において,「共

同石油株式会社受入製品の品質に関する協定書」 と 「共同石油株式会社受渡 し

製品の品質に関する協定書」の原案がまとめられ,66年1月1日 付で締結され

た。

こうして,共 同石油 グループの集約はスター トした。

1配 油 集 約

日本 鉱 業 ・ア ジ ア石油 ・東 亜 石 油 の3社 の配 油 部 門 の 集約 作 業 は,1965年10

月 か ら開始 され た 。 共 同 石 油 は,同 年11月1日 か ら,一一般 燃 料 油 の3社 油 槽 所

間輸 送 と,ユ ー ザ ー へ の 直 送納 め の受 託 を 開始 した,,た だ,こ の 時 点 で は製 油

所 か ら輸 送 所 へ の転 送 業 務 や 油槽 所 の運 営 は 各社 が 行 って お り,共 同 石 油 は配

＼稿.前 掲 「石油業法から共販会社構想へ」脚注7).を 参照,、

3)共 同石油20年史編纂委員会編 『其同石油20年史」共同石油。1988年.112-ll3ペ ージ.ま た同

時に 「4社連絡協議会」の下部機構 として各種分科会が設置された・
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油 業 務 の 一 部 を請 け負 って い た だ けで あ った 。66年2月 か ら3月 にか けて,3

社 所 有 の 全 油 槽 所 は共 同石 油 に譲 渡 され た`)、、油 槽 所 の運 営 も共 同 石 油 に移 管

され たが,販 売 は3社 が 行 って お り,実 質 上 は3杜 に よる 油槽 所 の共 同利 用 で

あ った。 こ こで の共 同 石 油 の 役 割 は3社 別 の受 払 い実 績 の把 握 に と ど ま り,運

営 費 用 は3社 が負 担 した5)。共 同石 油 名 義 で の 販売 は,販 売 集 約 に伴 っ て 開始

され た。 石 油 製 品 は この時 か ら製 油所 受 け 渡 しで所 有 権 が共 同石 油 に移 管 す る

こ とに な り,ま た受 注 も3社 に代 わ って 共 同石 油 が 行 うこ と とな っ た。 さ ら に,

そ れ まで3社 が 行 って い た ジ ョイ ン トも,共 同 石 油 名 義 で 実 施 され る こ と に

な っ た。

と こ ろで,共 同 石 油 グル ー プ の精 製 所 の 稼動 予 定 は,1968年 度 末 が東 日本 喬

分28万7000BID7}と 西 日本 分9万B/D,1971年 度 末 は東56万4350BIDと 西16

万350B/Dで あ り.東 西 格 差 が予 想 され た 。 した が っ て,共 同 石 油 は,グ ルー

プ と して の 全 国 的 な需 給 バ ラ ンス を追 求 す る こ と,と くに需 給 の東 西 バ ラ ンス

の 巾長 期 的確 保 が 課題 とな っ た。 この ため 各社 の東 西 バ ラ ンス を把 握 の上,た

とえ ば元 売 ・商 社 との ジ ョイ ン ト化 を進 め,グ ルー ブの 製油 所 の な い 中京 地 区

へ の供 給確 保 に乗 り出 した、1967年 の ジ ョイ ン ト数 量 は152万9000kl(販 売 量

の16%),ま た68年 に は131万kl(lll.9%)と な っ た。

配 油 集 約 に よ り共 同 石 油 は 計83ヶ 所,23万4393k1の 油 槽 所 と貯 油 能 力 を

持 っ た(1966年3月 末),3社 の 油 槽 所 貯 油 能 力 は 日本 鉱 業16万6790kLア ジ

ア石 油3万1825k1,東 亜 石 油4万5070k1の,計24万3685k1で あ っ た(65年3

月末)。 これ は全 国407万4493klの6%に 相 当 し、 燃 料 浦 販 売 シ ェ ア9。5%と 比

較 して 低 か っ た 。,とい うの は3社 は利 益 の低 さ,自 己 資 金 の 不 十 分 さ,資 金 の

4》 ノ:・だし,日本鉱業川崎油槽所は出資比率を調整するため除外 された。

5)こ れは 「配油集約から販売集約までの問は3杜 の特約1,!1への売上げ分をいったん当社 〔共同石

油〕が買取 り,油槽所費用を含む当杜 〔共同石油〕費用を ヒ乗せ して3社 に売り戻すという く買

取り・再受渡しノ∫式〉が採用されていたことに伴う措置」であった。共1司石油20年史編纂委員会

編,前 掲書,114ペ ージ。なお,〔 〕内は引用者。
6)こ こでの 「東日本」とは関東以北のことである。なお東1』本分には,富.1二石油と鹿島石油の大

協石油取引分が含まれている昏

7)B!Dは 「ハーレル!日」の略表記である・なお,1バ ーレルは0・159klである・
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国 内 調達 の 困難 さ を抱 え,ま た,ひ も付 原油 で の資 金 調 達 は使 用 目的 が 通 産 省

の 指 導 に よ って 生 産 部 門 に限 られ て い た8)た め で あ っ た 。 また,ア ジ ア石 油 と

東 亜 石 油 は,製 油 所 を拠 点 と して販 売 網 を展 開 して い た ため,油 槽 所 貯 油 能 力

は小 さ くて す ん で い た こ と もあ っ た,.

1966年9月,共 同石 油 は1966-69年 度 の事 業 計 画 を策 定 した。 油 槽 所 につ い

て は,(1)ジ ョイ ン トを含 め 製 品 の 安 定 供給,(2)生 産 地 と消 費 地 問 の輸 送 ロ ッ

トの大 型 化 によ る 流通 コス トの 削減,(3)配 送 の一 元 化,が 基 本 方針 と され た。

1966年 度 末 の 輸 送 所 貯 油 能 力(見 込)は27万1590k1で あ り,こ れ は 年 間 販 売

計 画量1017万kl、 月 平 均84万7500klの0.3ヶ 月 分 で あ って.業 界 平 均 の0,7ヶ

月分 よ り も低 か っ た.そ こ で事 業 計 画 で は,1965年 度 末 まで に約0.5ヶ 月分 ま

で増 強 す る と し,112億7000万 円 で計37万5000k1の 新 増 設 を予 定 した 。 そ の結

果.1966年 度1万2354kl,67年 度4万9255k1、68年 度2万7833kl,69年 度5万

1366k1の.4年 度 合 計14万808klの 輸 送 所 貯 油 能 力 を増 強 し,69年 度 末 に は

37万5201klと な った艶1。

配 油 集 約 に伴 い1輸 送 部 門 の 集 約 も行 わ れ た。 陸 上 輸 送 で は,タ ン ク ロー

リー ・トラ ックに つ い て,共 同 石 油 は,1966年1月,陸 上 運 送 会 社 約120社 と,

従 来 の3社 との契 約 を踏 襲 し運 送 契 約 を締 結 した。 そ の後,66年7月 の販 売 集

約 に よ り,運 賃 レー トに つ い て は地 域 別 に3社 中 の最 低 レー トを基 準 に採 用 し,

ま た支 払条 件 を60日 後 の現 金 払 い とす る な ど と した契 約 の統 一 化 が 進 め ら れ た。

同年11月1日 に は 各支 店 ご との契 約 更 新 が 完 了 した。 鉄 道 輸 送 につ い て は,共

同 石 油 に輸 送所o)専 用 側線 や タ ンク車 が 譲 渡 され,さ らに68年9月 に は35ト ン

タ ンク車lO量 を新造 した 、,海上 輸 送 で は,65年11月,共 同石 油 は3社 と契 約 し

て い た海 運 会 社 と運 送契 約 を締 結 し.66年1月 に は共 同 石 油 に 配船 実 務 が移 管

され だ 。)。販 売 集 約 後 の運 賃 レー トは 日本 鉱 業 の レー トに統 一 さ れ た。 また,

8)主 には石油精製設備 に限定 されていた。

9)共 同百油20年 史編纂委員会編.前 掲書,115-116ペ ー ジ。

10)た た し1966年7月1日 までは配船 ・運賃 レー トは各社別 ごとであ った・ また運賃 負担 も3社 が

行 った。



44(398)第171巻 第4号

海 運 会 社 間 の シ ェ アは3社 取 り扱 い当 時 の航 路 別 シ ェア実 績 を尊 重 した。

2販 売集 約

販売集約作業の内容は次の通 りであった。すなわち,(1)3社 の商権を共同

石油が全面的かつ無償で継承すること、(2)3社 と特約店の取引契約を共同石

油が継承すること,(3)3社 が特約店に貸与 している給油所等の土地,建 物お

よび機器類 を共同石油が買い取 り,そ の貸与契約 を継承すること,(4)3社 の

給油所マークを共同石油のマークヘ切り替えること,で あった1%

販売集約の最大の課題は特約店の移管であった。共同石油と3社 は,1966年

6月30日,「 販売集約に伴 う債権 ・債務の処理に関する協定書」を締結 した上,

3社 系列の特約店 を翌7月1日 付で共同石油に移管した1㌔ しかし,こ の共同

石油 と特約店の取引条件は3社 と特約店の取引条件をそのまま継承 したもので

あり,内 容は様々であった,、このため取引条件の統一化が課題 となった。共同

石油は,同 年7月,新 規起用の特約店との取引条件基準 を月末締後50日 単名手

形決済 と定め,こ れ以降,継 承特約店に対 してもこの取引基準へ改定するよう

交渉を行った。 しか し,特 約店の中にはこの改定に難色 を示すものもあり,取

引条件の完全な統一化はそれから5年 後の71年8月 までずれ込んだ[31・

共同石油は,1966年12月10日,3社 から給油所を買い取った。これらは3社

が特約店に貸与 していた給油所の土地 建物および機器などであった。この買

い取 りは,共 同百油への出資 と関連づけて,「出資見合い分売買」 といわれる

現物出資と単純売買に分けて行われた、この買い取りによる継承は,対 象2047

給油所のうち,サ インポール特約店を除 く1806給 油所(日 本鉱業1029,ア ジ

ア石油460,東 亜石油317)で あった.ま た買い取 り金額は,日 本鉱業34億

6448万 円(う ち売買分9億Z790万 円),ア ジア石油2〔)億413万円(4億8298万

11)共 同石油20年 史編纂委 員会編,前 掲書.119ペ ー シ。

12)内 訳は.日 本鉱業403店.ア シア石油96店,東 亜石油135店 であ 二・た。

13)1965年 度の3社 給油所の移籍受イノ、い数は,他 社 への移籍31,他 杜 か らの移 籍28で あ り,全 体

と1.て 動揺はあ まりみ られなか った。
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円 〉,東 亜 石 油10億3294万 円 の,計65億155万 円 で あ った 。
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3規 格 統 一

まず 共 同石 油 グル ー プ で は,1966年6月 か ら主 要燃 料 油 の銘 柄 を 「共 石 」 に

統 一 した。続 い て,グ ルー プ 各社 は 同年8月1日 付 け で 「製 品 品 質 に関 す る協

定 書 」 を締 結 しだ4)。 そ ¢)内容 は次 の通 りで あ っ た。 す な わ ち,(1)共 同 石 油

と精 製3社 に共 通 の 基 本 的 な 品質 政 策 と長 期 的 な品 質計 画 を策 定 す る こ と,(2)

共 同石 浦 グ ルー プ内 で の 合理 的 な 品 質管 理 と標準 化 の実 施 に よ っ て グ ル ー プ と

して の対 外 競 争 力 を強 化 す る こ と,(3)精 製 ・販 売 の品 質 とそ の 管 理 上 の責 任

分 界 点 は オ ン レー ル ・オ ンボ ー トに よ る受 け 渡 し完 了 時 点 とす る こ と,(4)共

同石 油 と精 製3社 間 の 品 質 に関 す る 事項 の調 整 ・協 議 の た め に 両者 間 に 品 質協

議 会 を置 くこ と,で あ った 陶,,

これ と並 行 して,共 同 石 油 は,1966年6月,日 本 鉱 業 水 島 製 油 所 内 に能 力

3000B/Dの 水 素 化 分 解 装 置(ア イ ソマ ック ス装 置 〉 を完 成 させ,1」 本 鉱 業 へ

の リー ス を開 始 した 。 この 装 置 は,当 初 は 日本鉱 業 が 計 画 し,65年5月 に着工

した もの で あ っ た。 しか しこの 直 後 の 共 同 石油 に対 す る開 銀 融 資 が,製 品 の規

格 統 一 ・品 質 向 上 の ため の 精 製 設備 も対 象 と して い た た め,共 同 石 油 へ 移 管 さ

れ て建 設 され た ので あ った.

lllグ ループ販売体制の強化

共同石油が販売集約により引き継いだ特約店 と給油所網の強化が行われた、、

共同石油は,販 売集約か ら1年 後の1967年7月,支 店の販売体制を変更 した。

この変更は,仕 入価格の一本化の前に.「それまでの社別計算方式用の旧系列

ごとの販売課 ・社員 ・特約店の関連を断ち,特 約店を地域ごとに再編成 し,こ

14)こ れによ り.1966年1月 締結の 「共同石油株式 会社受 入製品 の品質1こ関する協定書」 と 「共同

石油株式会杜受渡 し製品の品質 に関する協定書」は失効1.た 。

15〉 共同石 油20年 史編纂委員会編,前 掲書,124-125ペ ーシ、,
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れ を担 当 す る社 員 も出 身 会社 に は こ だ わ ら な い 混 成 」161とす る もの で あ っ た。

これ は,当 時 「三色 す み れ」 と呼 ばれ て い た 共 同石 油 の販 売 体 制 の状 況 を、 統

一 的 な もの に して い くこ とが 意 図 され て い た。

これ と並 行 して グル ー プ の給 油 所 の 新 設 も進 め られ た。 販 売 集 約 前 の1965年

度 に は,給 油 所 新 設 枠 は 日本 鉱業77,ア ジ ア石 油48,東 亜 石 油37の 計162ヶ

所 が 認 め られ た、、これ らの新 設 は3社 に よ って 行 わ れ,共 同 石 油 が 販売 集 約 時

に買 い取 る こ とに な って い た 。 この給 油所 の建 設 は,新 設枠 が 一 応 定 め られ た

が,民 族 系育 成 策 に基 づ く特 別措 置 と して事 実 上 フ リー と され,3社 は新 設枠

を超 えて 給 油 所 を設 置 した。 結 局,1965年 度 に は,日 本 鉱 業134,ア ジ ア石 油

59,東 亜 石 油42の 計235ヶ 所 の 給 油 所 が新 設 され た 。 こ う して共 同 石 油 の給 油

所 は,1965年 度 末 に2282ヶ 所,シ ェ ア10.1%(全 国22589ヶ 所)と な り,前

年 度 の9,7%か ら0,4%上 昇 した。

1966年 度 の新 設 枠 は基 本 枠167ヶ 所 に加 えて,共 同石 油 育 成 を目的 と した特

別枠100ヶ 所 が認 め られ,合 計 で267ヶ 所 とな っ た。 こ う して 共 同 石 油 の給 油

所 は,1966年 度末 に.2549ヶ 所.シ ェア10.5%(全 国24270ヶ 所)と な った 。

こ の1965・66年 度 の235・267ヶ 所 の 新 設 は,そ れ ぞ れ 全 国 新 設 枠1633・

1650ヶ 所 の14、4%・16.2%に あ た る もの で あ っ た 。 また こ れ ら は 日本 石 油 の

269・268ヶ 所(両 年 と も第1位)に 次 ぐ第2位 で あ った 。

1967年 度 の給 油 所 新 設 は,数 規 制 が 廃 止 され,距 離 規 制 方式 とな り,全 国で

5945ヶ 所 の給 油 所 が 増 設 され た,、共 同石 油 は,703ヶ 所 の給 油 所 を増 設 し、

1967年 度 末 に は3252ヶ 所,シ ェ ア10.8%(全 国30215ヶ 所)と な っ た。

だ が通 産 省 は,1968年 度 の給 油 所 新 設 に つ い て,前 年 度 に お け る乱 設 の 反 省

の ため,事 前 届 出制 を全面 的 に採 用 し,距 離規 制 を強 化 し.数 規 制 方 式 を復 活

させ た,,共 同石 油 に は 基 本 枠304ヶ 所 に 特 別 枠49ヶ 所 と農 協 限定 枠28ヶ 所'71

を加 え た計381ヶ 所 が 認 め ら れ た。 共 同 石 油 は,こ れ に 前年 度 の乱 設 時 に凍 結

16)同 上書,173ペ ージ.

17)こ れは,全 国の基本枠の他に,農 協の給油所新設分が 「限定枠」という名称で毎年104ヶ所認

められていたもののうち,「共同石油」のマークをつけたものである・
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させ て い たず れ込 み の 完 成 分 を加 えて,計426ヶ 所 増 設 した。 共 同石 油 の1968

年 度 末 の給 油 所 は3678ヶ 所,シ ェ ア10.9%(全 国33642ヶ 所)と な っ た。

さ らに共 同石 油 の給 油 所 は,1969年 度 か ら72年 度 まで,1308ヶ 所 を増 設 し,

計4986ヶ 所 と な っ た 。 これ は,こ の期 間 の 全 国 の 増 設9160ヶ 所 の14.3%の

シ ェ アを 占 め て い た。 こ れで 共 同 石 油 の シ ェア は11,6%(全 国42802ヶ 所)と

な った 。

この 問,給 油 所 の シェ ア の伸 展 に伴 って 販売 シ ェア も伸 展 した。 ガ ソ リン に

つ い て 見 て み る と,1967年 度 で は 共 同 石 油 グ ルー・ブ の 販 売 シ ェ ア は9.3%で

あ っ た が,72年 に は10.9%と な っ た。 しか し,給 油 所 シ ェ ア を超 え る 販 売

シェ ア を確 保 す る こ とは で きな か っ た。

lV共 同石油グループの拡大

1富 士石油のグル ープ参加

1964年4月17日,寓 士 石油 が設 立 され た。 資 本 金 は12億5000万 円,株 主 構 成

は ア ラ ビア石 油10%,東 京 電 力15%,住 友 化 学 工 業15%,大 協 石 油15%,日

本 鉱 業15%,東 亜 石 油5%,ア ジ ア石油5男,そ の 他20%で あ っ た。

富 士 石 油 の 設 立 は,当 初 は ア ラ ビア石 油 の産 出 す る カ フ ジ原 油 を精 製 す る こ

とが 目的 で あ った 。 こ こに 石油 化 学 コ ン ビナ ー トを組 も う とす る東 京 電 力 と住

友 化 学 工 業 が 加 わ って い た.通 産 省 は,日 本 鉱 業 ・ア ジア石 油 ・東 亜 石 油 そ し

て大 協 石 油 の4社 に対 し,富 士 石 油 が生 産 す る製 品 の う ち コ ン ビナ ー ト向 け ナ

フサ とC重 油 とを除 く製 品 を,共 同 購 入 と販 売 会 祉経 由 の 買 い取 り販 売,あ る

い は直 接 の買 い取 り販 売 をす る よ う要請 した。4社 は これ に応 じ,1964年3月

31日,富 士 石 油 の 設 立 に参 加 す る こ とが決 定 した、,

富 十 石 油 の製 油所 の建 設 地 は,当 初 予 定 の 三 島 か ら沼津 を経 で8〉,姉 崎 の東

18)建 設 予定地が静岡県の…島市 ・沼津市 から千葉 県へ と移 ったのは,四 日市公 害を受 け.三 鳥 ・

沼津 において コンビナー ト誘致反対の住民 運動が盛 り上 がり,三 島市 ・沼津市 ・静岡県の3自 治

体がコンピナー ト誘致計画 を撤回 したか らである。宮 本憲一 『昭和の歴史10経 済大国』増補版,

小学館,]989年,224-233ベ ー ジ,、
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京電 力 の 用 地 へ,そ して最 終 的 に は千 葉 県 の 要 請 を受 け 入 れ て,1965年8月 に

袖 ヶ浦 に 決定 した、、

富 士石 油 の姉 崎 製 油 所(計 画)は,1965年3月24日 の第21回 石 油 審議 会 にお

い て,第1期 計 画 常 圧 蒸 留 装 置 能 力7万BIDl』llが 認 可 され た。 そ の 条件 は,稼

動 開 始 を69年4月 とす る こ と2。1と,当 時 設 立 が 予 定 され て い た 共 同石 油 グ ルー

ブヘ 参 加 す る こ とで あ っ た。

日本鉱 業 ・ア ジア石 油 ・東 亜 石油 の3社 は,1965年4月9日 付 の 「石 油 共 販

会 社 設立 に 関 す る 基本 的 了 解 」 にお い て,富 士 石 油 や そ の他 の企 業 が 共 同 石 油

グ ルー プに 参加 す る希 望 が あ れ ば,出 資 を考 慮 す る こ と を合 意 して い た。

共 同 石 油 と富 士 石油 は,1966年8月11日.「 富 士 石 油 の 共 同石 油 へ の 参 加 に

伴 う基 本 的 了 解 」 と.こ れ に基 づ く協 定 を締 結 した 。 こ う して,富 士 石 油 は共

同 石 油 グ ルー プ にお け る基 本協 定 や そ れ に付 属 す る覚 書 な どを全 面 的 に承 諾 し,

グ ルー プヘ の 参 加 が 決定 した。 富 士 石 油 は,66年12月,共 同石 油 へ の初 出 資 を

行 い,現 金5000万 円 を振 り込 ん だ。 ま た,共 同 石 油 に対 す る 富 士 石 油 の 出 資

比 率 は.68年10月 まで に,日 本 鉱 業3=ア ジ ア石 油2:東 亜 石 油2に 対 して1

とす る こ と とな った 。 以 降,富 士 石 油 は68年10月 か ら70年3月 まで3回 の 出資

を行 い,出 資 比 率 は達 成 され た 。

しか し,富 士 石 油 σ)グルー プ参 加 は先 行 の3杜 に比 べ有 利 で あ る,と い う不

満 を もた ら した。3社 は共 同 石 油 と富 士 石 油 に対 して,参 加 条件 の均 衡 化 を要

求 した 。 そ れ は次 の通 りで あ っ た 。 す な わ ち 間 題 は,(1)富 士 石 油 に は販 売 網

へ の 先 行投 資 負 担 が な い こ と,(2)3杜 が 共 同 石 油 に販 売 集 約 で 譲 渡 した商 権

の対 価 を要 求 しな い ので,一 本 仕 入 れ価 格 方 式 で は結 果 的 に富 士 石 油 に有 利 で

あ る こ と,(3)富 士 石 油 製 品 の コ ン ビ ナー トパ イ プ分 が 共 同 石 油 に集 約 され な

い こ と,で あ っ た鋤。 そ して 要 求 は,ロ 〉富 士 石 油 は 共 同 石 油 に 一 定 金 額 を支

19)富 十石油 の最終 目標能力 は3〔1万B/Dで あ った。、

20)こ れは後 に1968年10月 に繰 りhげ られた、、

21)な お,富 士石油 の生産す るコンビナー ト向けナフサおよびC重 油 を除 いた製品 は,臼 本鉱業 ・

ア ジア石油 ・東亜石油 ・大協石油の4社 が公 平に引 き取 って販売す ることにな っていた、,しか■
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払 い,共 同 石 油 へ の 仕 切 り価 格 に つ い て格 差 を設 けて 減 殺 す べ きで あ る こ と,

(2)ノ ンス ルー の パ イ プ分 に つ い て も 共 同 石 油 へ 集 約 す べ きで あ る こ と,で

あ っ た22ン。 富 士 石 油 は こ の主 張 に対 して最 初 か ら自明 で あ っ た と主 張 し,議 論

は ま と ま らなか っ た。

この た め通 産 省 は,1969年8月6日 にな って 「共 同石 油 に関 す る対 処 方 針 」

を出 し,こ れ らの問 題 を含 む損 益 折 半 問題 の解 決 を勧 告 した。 同 年10月6日,

社 長 会 は この 問 題 に つ い て 次 の 結 論 をよ うや く出 した.す な わ ち,(1)富 士 石

油 は共 同 石 油 へ 販 売 協 力 金 を支 払 う こ と,(2)仕 入価 格 に は格 差 をつ け な い こ

と,(3)パ イ プ ノ ンス ル ー は そ の ま ま とす る こ と,で あ った331。富 士 石 油 の 製

品 の扱 い は これ に従 う こ と とな っ た,,

2鹿 島石油のグループ参加

1967年10月30日,鹿 島石油が設立 された。資本金は7億5000万 円,株 主構成

は,三 菱油化30%,共 同石油30%,大 協石油25%。 東京電力15%で あった。

三菱油化は大型石油化学工場(エ チ レンの生産目標100万t/年)を 計画 し,

また,東 京電力は火力発電所(目 標44万kw)を 計画 し,そ れぞれ鹿島コンビ

ナー トに進出することを狙 っていた。鹿島石油の設立は,こ うした鹿島地区の

コンビナー トに石油化学用ナフサやC重 油を供給することが目的であった。三

菱油化は,当 初,石 油精製会社 を新設する構想も持 っており,株 主であるシェ

ル社に提携 を申 し入れ.製 油所の建設 を要請 した。だが交渉は失敗に終わって

しまったため,1967年1月 に三菱油化は口本鉱業に支援 を要請 し,共 同石油に

対 しても新石油精製会社設立への参加を要請 した。同年7月,新 会社の発起人

会が開催 され,出 資比率を共同石油55%,三 菱油化30%,東 京電力15%と す

＼ し,共 同石油の設立後,富 十石油 も共 同石油 グルー プに参加する こととな ったため,共 同石油が

該 当製品の全 量 をい ったん引 き取 り,そ の うちの30%相 当 を実費加算 して大協石油 に売 り渡 すこ

ととなった,.

22)共 同石油20年 史編 纂委員会編 。前掲書,164ベ ー ジ。

23)同 上書,165ペ ー ジ、、
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る こ とを決 定 した、 しか し共 同石 油 は精 製 部 門 を持 た な い の で.こ の3社 で は

石油 審 議 会 の承 認 を得 る の は 難 しい と判 断 され,通 産 省 は大協 石 油 に も参加 す

る よ う要 請 した241。翌8月,大 協 石 油 の 参 加 が 決 定 し,出 資 比率 が 共 同 石 油

30%,大 協 石 油25%に 修 正 さ れ た、、

鹿 島石 油 の製 油所 計 画 は,1967年8月10Uに 第29回 石 油 審 議 会 にお い て.常

圧 蒸 留装 置 能力12万BID251が.70年4月 稼動 開始 を条 件 と して認 可 され た。

共 同 石 油 ・大協 石油 ・三 菱 油 化 ・東京 電 力 と鹿 島石 油 との 間で,1968年8月

31日 に 「鹿 島 石 油 運営 の基 本 事 項 に関 す る 基本 協 定 書 」 が締 結 され たド1この協

定 に よ って,鹿 島 石 油 が生 産 す る製 舶 の供給 ・販売 方 法 は,次 の よ うに決 め ら

れ た。 す な わ ち,(1)三 菱 油化 が使 用 す る ナ フサ の全 量 と,束 京 電 力 の 鹿 島地

区 の火 力 発 電 所 が 使 用 す る重 油 の 質量 とも に東 京 電 力 の 要請 に適 合 しか つ鹿 島

石油 の事 情 の 許 す 量 とを,鹿 島 石 油 は パ イ プ ラ イ ンにて 供給 す る こ と,そ して,

そ れ らの 販 売 は共 同石 油 が 実 費 ベ ー スで 行 う こ と,(2)コ ン ビナー ト会 社 の う

ち三菱 油 化 ・東 京 電 力 の 関 係 会 社 に対 す る 販売 は,実 費 ベ ー スで,原 則 と して

共 同 石 油30;大 協 石 油25の 割 合 で 行 う こ と.(3)以 上 の も の を除 い た鹿 島 石

油 が 生 産 す る 内 需 用 石 油 製 品 の全 量 は.共 同石 油 と大 協 石 油 とが30:25の 割

合 で 同条件 で 買 い取 り,そ れ ぞ れの 販 売 ルー トで 販 売 す る こ と,た だ し鹿 島 臨

海 工 業 地 帯 向 け(パ イ プ ラ イ ン分 を含 む)製 品 は,一 括 販 売 し,品 種 別 に

30125の 割 合 で配 分 す る こ と,で あ った26》。 これ は,富 士 石 油 の生 産 す る製 品

の取 り扱 い に お い て,共 同 石 油 が い っ た ん全 量 を買 い取 っ た上 で 大協 石 油 に売

却 す る の とは ちが い.大 協 石 油 も鹿 島石 油 か ら 直接 に買 い取 る,と い う もの で

あ った 。

以 上 の協 定書 の締 結 と同 じ く,1968年8月31日,共 同石 油 と鹿 島 石 油 とは,

「鹿 島 石 油 株 式 会利:にか か わ る基 本協 定 締結 に伴 う覚 書 」 を締 結 し,次 の こ と

24)大 協石油株式会社 杜史編 さん委員 会編 『大協石油40年 史』 大協 石油,1980年 、23】ペー ジ。

25)鹿 島石油の最終目標能力 は,60万B/Dで あ った。

26)大 協石油株式 会社社 史編 さん委員会編.前 掲 書、233ベ ージ,お よび,共 同石 油20年 史編纂委

員会編.前 掲書,166ペ ー ジ.
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を取 り決 め た。 す な わ ち,(1)共 同石 油 が 鹿 島 石 油 か ら引 き取 る石 油 製 品 に つ

い て,共 同石 油 グ ルー プ の需 給 ル ー ル,仕 入 価格 ル ー ル,製 品 規 格 が適 応 され

る こ と.(2)鹿 島 石 油 の 精 製 設 備 新 増 設 に 関 して は,鹿 島 石 油 と共 同 石 油 とが

協 議 す る こ と,で あ っ た271。

こ う して,鹿 島石 油 び)共同 石 油 グ ルー プヘ の参 加 が決 定 さ れ たの で あ る。

Vグ ループ企業の動揺

1伊 藤忠による東亜石油の支配

日本鉱業水島製油所の1961年6月 の稼動に向け』伊藤忠商事 は100%出 資の

子会社 として伊藤忠燃料を設置 し,そ れは日本鉱業の特約店となった。伊藤忠

商事は,63年5月,石 油部門での長期的戦略を出 し,伊 藤忠グループによる原

油の輸入や石油製品 ・石油化学製品の輸出などの取 り扱いの拡大 を目指すこと

とした%,。

しかしこの構想以後,共 同石油の誕生などの石油業界の再編において,日 本

鉱業の販売部門の共同石油への集約により,伊 藤忠燃料 と日本鉱業 との関係は

薄いものとなっていった。伊藤忠商事は,下 流部門である石油製品販売部門に

限定された事業展開には限界を感 じ,1965年11月,石 油精製業への資本参加に

よる進出を戦略 として決定 した291。

伊藤忠商事は,1966年4月,ア ラビア石油から束亜石油株式の27.9%を 取得

した。さらに67年5月 に伊藤忠常務の岸田市平 を東亜石油の社長に,ま た69年

から伊藤忠不動産社長の越後正之を会長に就任 させた。

こうして東亜石油は,伊 藤忠商事 グループの傘下に収められて しまったので

27)共 同石油20年 史編纂委 員会編,前 掲書,167ペ ー ジ。 また大協石 油が鹿 島石油か ら引 き取 る分

につ いて も,こ れ らのルールか適用 された.、

28)石 油取 り扱いの基本円標 を 「A.原 重油取扱B 、石油製品の大量取扱C、 石油化学 製品及

び関連資機材(船 舶等)D.原 重油取扱い による貿 易面へ の多角的波及効果」 とし,「販売 力拡

大 を図る」 を基本方針 とした,と い う。美里泰伸 『総合商社の崩壊』 番町書房,1984年,58ペ ー

ジつ

29)同 上書.58-59べ 一 ジ、、
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あ っ た 、,
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2三 菱化成 によるアジア石油の支配

三 菱 化 成 工 業 は戦 前 か ら コ ー ク ス や ター ル な ど の化 学 事 業 を行 い,戦 後 に

な って か ら水 島 エ チ レ ン プ ラ ン トを稼 動 させ(1964年7月),大 手 石 油 化 学企

業 と な った。 同社 は石 油 化 学 原 料 で あ る ナ フ サ の安 定 的 な確 保 を も とめ,さ ら

に ケ ミカ ル リ フ ァ イナ リー の 構 想 を持 ち,石 油 精 製 企 業 を グ ル ー プ傘 下 に取 り

込 む こ と を計 画 した 。

ア ジ ア石 油 は,1957年 か ら59年3月 まで,ス エ ズ動 乱 時 の過 剰 用 船 に よ る欠

損 期 間 を持 った が,そ れ以 降63年9月 まで は株 主 配 当 を行 った。 しか し,66年

2月 に 稼 動 させ たLB装 置3髪」〕の不 調 や,同 年10月 稼 動 の 常 圧 蒸 留 装 置(4万

B/D)な どの設 備 投 資 関連 の金 利 負 担 や.こ れ らの装 置 の低 稼 動 率 の た め,64

年 以 降 は無 配 と な った 。 さ らに,66年 か ら68年 まで3年 連続 で赤 字 決 算 とな っ

た。

モ ー ビル社 は,こ の 間,ア ジァ石 油 に対 して30%の 資本 参 加 を申 し入 れ た、,

そ れ に対 して ア ジ ア石 油 は,共 同石 油 の 誕 生 とLB装 置 の稼 動 に よ る巻 き返 し

に期 待 し,申 し入 れ を断 わ った 。 しか し1964年 以 降 の 経 営 不 振 の な か で.結 局

川鍋 社 長 は石 油 精 製 業 か らの撤 退 を決意 した。 そ して ア ジ ア石 油 は,68年4月

頃 に三井 物 産 と三 菱 化 成 に対 して ア ジア石 油 株 式 の譲 渡 を 申 し入 れ た 。 これ は

三菱 化成 に とっ て渡 りに船 で あ った3"。

三 菱化 成 と三井 物 産 は ア ジ ア石 油 の 申 し入 れ を検 討 し.三 菱 化 成 が 三 井 物 産

の 提 示 よ りも高 い価 格(額 面 の2.5倍)で 買 い取 る こ とに 合 意 した 。 こ う して

3〔))LB装 置 とは,LPG生 産用 アイソマ ックス装 置.ベ ンゾール生産用ハ イデ ィー ル装置,そ して

これ らの装 置向けの水素発生装置の総称である、,

31)三 菱化成は 「原 料ナ フサの安定確保 を図る とともに,長 期 的には石油化学原料の多構化 を見越

した・いわゆる石油精製 と石油化学 の一体化に よるケ ミカル リフ ァイナ リーの可能性 を追求 し,

さらに石油化学,ア ル ミニウム、コークスによる水島 ・坂 出コ ンビナー トの成立 を目指」 したの

であ った。三菱化成工業株式会社総務部臨時社史編集室編 『三菱 化成杜史』 三菱化成工業,1981

年,332-333ペ ージ.
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三菱 化 成 は,1968年10月,川 鍋 ・日本 交通 ・大 洋 漁 業 の 所 有 して い た ア ジ ア石

油 株 式 の78%を 買い 取 っ た。 さ ら に同年11月 に5名 の 役 員 派遣 を行 い,三 菱 化

成副 社 長 の長 谷 川 隆 太 郎 が69年5月 か らア ジア石 油 の 社 長 に就 任 した 。

こ う して ア ジ ア石 油 は,三 菱 化成 グル ー プ の傘 下 に吸 収 され て しま った の で

あ っ た。

VI共 同石油グループ子会社の設立

共 同石 油 は,ア ジ ア石 油 と共 同投 資 で ア ジ ア共 石 を,東 亜石 油 と共 同投 資 で

東 亜 共 石 を,そ れ ぞ れ 設立 した 。 また,共 同 石 油 グ ルー プは,共 同石 油 お よ び

精 製5社 の 共 同投 資 で,日 本共 同原 油 を設 立 した 。 これ らは.共 同石 油 グル ー

プ内 での 精販 統合 を進 展 させ よ う とす る,通 産 省 の 政 策 の ・環 で あ っ た32》、、

1ア ジア共 石

共 同石 油 と経 営 権 が 三菱 化 成 に移 行 した ア ジ ア石 油 は,1969年10月,両 社 の

共 同事 業 と して,坂 出 製 油 所 第1期 計 画 常 圧 蒸 留 装 置 能 力10万B/D(72年 完

成 予 定)の 設 置 の 許 可 を申請 した。 そ も そ も この坂 出製 油 所 の計 画 は,三 菱 化

成 が 中心 とな って建 設 が進 行 して い た坂 出 コ ン ビナ ー トに お い て,ケ ミカ ル リ

フ ァイナ リー と して コ ン ビナ ー トに ナ フサ やC重 油 を供 給 す る こ とを 目的 と し

た もの で あ っ た。 この 申請 は,69年11月,第35回 石 油 審議 会 で,能 力 を6万

BIDに 修 正 し,共 同 石 油 とア ジ ア石 浦 の 共 同 事業 とす る こ と を条 件 に認 可 さ

れ た 。

共 同 石 油 と ア ジ ア石 油 は,1970年5月18日,坂 出 製 油 所 の 運 営 会 社 と して

「ア ジァ共 石 株 式 会 社 」 を設 立 した,、資 本 金 は3億 円 で あ り,共 同 石 油 が1億

32)こ れにつ いて,通 産省鉱山局長を歴任1、共 同石油祉 長となった森誓夫は 「共石 と株 主会社 との

閲係 を有機的 に ・本化 しよ うとい うのが一つのねらいです。それか ら共同石油自身の力 をもっ と

つ けてい こうとい うことで,そ れには精 製をやらせ ようということにな り,そ の後,精 製設備 の

新増設の場合 には共同投 資 をとるこ とになったわけです1と 誌 っている。森誓夫 「民族 系石油 会

杜 の使命 に生 きて」 「石油文化』第21巻 第6号,1973年4月,207ペ ージ。
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円 を,ア ジ ア石油 が2億 円 を 出資 した 。 社 長 に は 長谷 川 ア ジ ア石 油 杜 長 が.代

表 取 締 役 に は森 共 同石 油 社 長 が,そ れ ぞ れ 兼任 で就 任 した 。 ア ジ ア共 石 は,72

年10月,坂 出 製油 所 を完 成 させ た 、ア ジ ア共 石 は,第2期 計 画 を 中請 し,71年

9月 に第41回 石油 審 議 会 は,第1期 計 画 稼動 前 に もか か わ らず,こ の第2期 計

画 常 圧 蒸 留装 置9万BIDを.74年10月 完 成 予 定 で認 可 した 。

この ア ジ ア共石 と坂 出製 油 所 は,共 同 石 油 グル ー プ 内 に 新 会社 を共 同投 資 で

設立 し,製 油 所 の運 営 を させ る とい う方 式 の 第1号 で あ った。

2東 亜 共 石

共同石油と経営権が伊藤忠に移行 した東亜石油は,1970年9月,両 社の共同

事業 として,名 古屋製油所常圧蒸留装置能力15万B/Dの 設置の許il∫を申請 し

た。もともとこの計画は,東 亜石油が愛知県知多市に新たな製油所の建設 を計

画 し,60年 に新設常圧蒸留装置能力5万B/D(1968年4月 完成予定)と して認

可されたものであった。だが東亜石油はこの設備認可を川崎製油所の増強に振

り替えていた,,70年9月 の申請は,共1司 石油グループの供給体制 を拡充させて

いくためにあらためて行われたものであった。この申請は,70年10月,第38回

石油審議会で,能 力10万BID,73年10月 稼動を条件に認可された。

共同石油 と東亜石油は,1973年6月8日,名 古屋製油所の運営会社 として

「束亜共石株式会社」を設立 した、、資本金は15億 円,出 資比率は東亜石油が

56.7%,共 同石油が33.3%,ア ラビア石油が10%331で あった。会長には越後

東亜石油会長が,社 長には岸田東亜石油社長が,代 表取締役には森共同石油社

長が.そ れぞれ兼任で就任 した。

この東亜共石 と名古屋製油所は,ア ジア共石 と同様のグループ内新会社設立

方式の第2号 であった。

33)ア ラ ビア石油 は,カ フジ原油の販売先を求め,共 同石油 グルー プとの関係 を強化 しよ うとして,

東亜 共石へ の資本参加 を中請 し,石 油審議 会はそれを認 めた、
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3日 本共同原油

共同石油 とグループ精製5社 は,1969年10月16日,「 原油購人および用配船

の共同事業化についての基本的了解」を締結 し.グ ループにおける原油 ・重油

類の共同購入や共同用配船の推進 を目的 とする新会社 として70年5月19日 に

「日本共同原油株式会社」を設立 した。資本金は7500万 円であり,共 同石油

が2500万 円を,精 製5社 がそれぞれ1000万 円を出資 した。社長 には森共同石

油社長が,取 締役には精製5社 の社長が,そ れぞれ兼任で就任 した。 日本共同

原油は,71年3月,石 油業法による届出が受理されて業務 を開始 した。

共同石油 ・精製5祉 および日本共同原油は,日 本共同原油の業務について次

のように取 り決めた。すなわち,(1)当 面 は共同投資に基づいた新増設設備に

関わる原油購入と川配船業務 とを行 うこと,(2)自 然増や契約終了に伴 う新規

購入などに関連する原油購入や用配船業務を行うこと,(3)共 同石油グループ

の 「政策原油」34,の購入は日本共同原油が取 りまとめること,で あった35♪。

しか し,日 本共同原油の事業は,実 際には部分的にしか展開されなかった。

(1)と(2)とは実際には不可分であり,精 製会社が行う原油輸入や用船業務はその

契約が長期的なものであって,そ れらの業務を日本共同原浦に移管することは

困難であった。(3)の原油は日本共同原油が精製5社 に配分 した。

Vll共 同石油グループの精製設備拡充

通 産 省 は共 向 石浦 グ ルー プ育 成 の た め,精 製設 備 能 ガ増 大 の許 可 を優 先 的 に

与 え た、,そ の た め 共 同 石 油 グ ル ー プ の 常 圧 蒸 留 装 置 能 力 は,1965年 の21万

4350BID・ シ ェ ア10.4%(全 国205万7640B/D)か ら74年 の98万7850BID・

シェ ア17.5%36》(全 国556万360B/1))と 大 幅 に 増 大 し た。 しか し,そ れ は グ

ルー プの 燃 料 油 合 計 販 売 シ ェ ア に お け る65年 の10.3%か ら74年 の12.6%へ の

3'1)政 策 原油 とは,ア ラビア石油 などの原油の ことである,,

35)共 同百油20年 史編纂委貝会編.前 掲書,225べ 一ジ。

36)こ れは富士石油 と鹿 島石油の大協石油取 引分 咄 資比率15%・25%分)を 除いた ものである,、
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増 加 とい う実 績 か ら は大 き く乖 離 し,精 販 ギ ャ ップ を拡 大 させ る よ うな精 製 能

力 を持 つ こ と を意 味 して い た 、、そ れが 以 下 の5製 油 所 の 新 増設 で あ った。

1日 本鉱業水島製油所

日本鉱業の設備投資は共同石浦との共同投資で行われた。水島製油所は1969

年から70年 にかけ第3期 工事 を完了 させ,大 型製油所化を目指す第4期 工事 を

計画していた。その第4期 工事は,第2・ 第3常 圧蒸留装置の増強,流 動接触

分解装置 と減圧軽油水素化脱硫装置の新設,を 含んでいた。この計画 は常圧蒸

留装置能力10万B/Dの 増強 として申請された。第35回 石油審議会は,69年11

月,こ れを第3常 圧蒸留装置能力増強3万B/D,1971年IO月 完成予定で許可 し

た。 さらに,第38回 石油審議会は,70年9月,第2常 圧蒸留装置能力増強4万

BID,73年4月 完成予定で認可 した。

これらは,共 同石油 とグループ企業の共有方式 による共同投資の第1号 で

あった。工事資金は共同石油1;日 本鉱業2の 割合で負担 した。そのため,共

同石油の工事資金の負担は,第2常 圧蒸留装置関係に27億円,第3常 圧蒸留装

置関係に15億 円,計42億 円であった。 この設備は,3分 の1が 共同石油の所有,

3分 の2は 日本鉱業の所有 となり,共 同石油所有分は共同石油が日本鉱業 に

リースした。 これが共同投資の内容であった。

水島製油所は,1970年10月,第3常 圧蒸留装置7万B/Dを10万B/Dに 増強

し,さ らに73年4月,第2常 圧蒸留装置5万5200BIDを9万5200B/Dに 増強

した、,こうして水島製油所は常圧蒸留装置能力23万5200B/Dと なり,全 国44

製油所中第4位 の規模 となった。,

2富 士 石油袖 ヶ浦製油所

富 士 石 油 は,1968年8月,袖 ヶ浦 製 油 所 の 第1期 工 事 を完 了 し,同 年10月 か

ら常 圧 蒸留 装 置 能 力7万B/Dの 操 業 を開 始 した 、、

しか し,富 士 石 油 袖 ヶ浦製 油 所 の 精 製 能 力 の 最 終 目標 は30万BIDで あ った 。
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そ れ は東京 電 力 姉 崎 火 力 発 電 所 屠 …7)の重油 と,住 友 化 学 工 業 エ チ レ ンプ ラ ン ト

用3圃の ナ フサ の需 要 も含 んで い た ため で あ った。 この た め富 士 石 油 は,常 圧 蒸

留 装 置 能 力13万BIDの 新 設 を 申請 した 。 第32回 石 油 審 議 会 は,,1968年10月,

これ を能 力7万B/D,71年4月 稼 動 で 認 可 した。 この後 通 産 省 は70年1月,富

士 石 油 に対 して.石 油 製 品 の需 要 増 に対 応 す る た め 稼動 開始 を6ヶ 月 繰 上 げ る

よ う要 請 した 。 そ れ を受 け,富 士 石 油 は工 事 を急 ぎ,70年11月,当 初 計 画 よ り

も5ヶ 月早 く稼 動 を開 始 した。 さ らに 第3期 計 画 常 圧 蒸 留 装 置10万BIDの 申

請 を行 い.第41回 石 油 審 議 会 は,71年9月,こ れ を能 力7万B/Dと し,74年

10月 完 成 予 定 で 認 可 した 。

富 士 石 油 は,1974年10月,当 初 の計 画 通 りに 第3期 計 画7万BIDを 完 成 さ

せ た 。 こ う して 袖 ヶ浦 製 油 所 は常圧 蒸留 装 置 能力21万BIDと な っ た。

3鹿 島石油鹿島製油所

鹿 島石 油 は,1967年10月 以 降 、 鹿 島 製 浦所 の建 設 を進 め て い た が,70年2月,

原 油 船 を初 め て受 入 れ,同 年4月,常 圧 蒸 留 装置 能 力12万B/Dの 稼 動 を.予

定 通 り開 始 し た3～1)。さ ら に,71年7月,第2期 分 と して許 可 され て い た常 圧 蒸

留 装 置 能力6万BIDの 稼 動 を開 始 した。 こ う して 鹿 島 製 油 所 は常 圧 蒸 留 装 置

能 力18万B/Dの 大 製 油所 と な った。

さ ら に鹿 島石 油 は,1970年8月,常 圧 蒸 留 装 置 能 力20万BIDの 増 設 を,73

年4月 完成 予 定 で 申請 した。 これ は東 京 電 力 鹿 島 火 力発 電 所 用 の重 油40)と,三

37)東 京電力姉崎 火力発電所は.稼 働 中の1号 機(60万kw),さ らに.1969年11月 に2号 機(60万

kw)の 稼動,71年6月 に3号 機の稼動(同 〉,そ して4号 機(同)の 建 設予定 があった、,60万

kwの 火 ノ」発電 には,年 問約84万klの 重油が必要である。富士石油袖 ヶ浦製油所の第1期 工事分

の装置だけでは,重 油 の供給量 はおおよそこの火力発電所1基 分に過 ぎなかった.東 京電力社 史

編集委員会編纂 『東京電 力三十年史』東京電力。1983年,527-529ペ ー シ.

38)住 友化学工業は当初のエチ レン生 産能 力12万t/年 に加え,1970年4月 に30万t/年 の新 プラ ン ト

を建設 していた,,こ の完成でナ フサの年問必要量は約251)万klと 予想 された,水 口和寿 『日本に

お ける石化 コンビナー トの展 開』愛媛大学法文学部総合政策学科,1999年,130-140ペ ー ジ,、

39)「 鹿 島工業地帯 の中核体/鹿 島製油所竣工」 『石油文化』第18巻 第7号.1970年7月 。

40)東 京電力鹿島火力発電所 は,1971年3月 稼動の第1号 機(60万kwL同 年9月 稼動 の第2号 機

(同),72年2月 稼動の第3号 機(同)で.重 油消費量 は計270万kl/年 であ った。 これ は当初/
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菱油化の原料用ナフサ4Dの需要増に合わせたものであった。

4ア ジア共石坂出製油所

坂 出製 浦 所 は,1972年9月 に 第1期 工 事 を完 了 し,同 年10月 か ら常 圧 蒸 留 装

置 能 力6万BIDの 稼 動 を開 始 した。 そ して 引 き続 き ア ジ ァ共 石 は 第2期 工 事

に入 っ た。 こ れ は80年8月 まで に完 了 し.常 圧 蒸 留 装 置 能 力9万B/Dが 増 設

され た。 この結 果,坂 出 製 油 所 は.第1期 分 と合 わ せ て 能 力15万B/Dと な っ

た。

5東 亜共石名古屋 製油所

名 古 屋 製 油 所 は,1973年11)月.愛 知 県 知 多市 に お い て常 圧 蒸 留 装 置 能 力10

万B/Dの 稼 動 を開 始 した1,総 工 費用 は約600億Il1で あ った431.

VIIIお わ り に

以 上,共 同石 油 グル ー プの 展 開 過程 を見 て きた。 以 ドで は,こ の 過 程 にお け

る グ ルー プ企 業 の戦 略 の あ り方 と,こ の過 程 と通産 省 の政 策 の 関係,そ して 展

開過 程 の 意味 につ い て ま とめ て.結 語 と した い 。

第1に,グ ルー プ企業 の あ り方 は,企 業 家 的 主体 性 あ る経 営 戦 略 か ら後 退 し

た性 格 の も の とな ら ざ る を えな か った。 とい う こ とで あ る 。,

そ れ は まず,富 士 石 油 が グル ー プ に参 加 す る過 程 で 明 らか と な った ・,富士 石

油 の グル ー プ参 加 につ いて,先 行3社 が富 士 石 油 の参 加 条 件 の 均 衡 化 を要 求 し,

議論 は紛 糾 した 。 この た め共 同 石 油 グ ルー プ の成 立過 程 と同様,通 産 省 の 指 導

＼ は鹿島製油所の能力に見 合っていた.し か し鹿 島火力発電所 は,さ らに72年5月 稼動予定の第4

号機(60万kw)1,74年1月 稼動予定の第5号 機(100万kw),同 年7月 稼動予定 の第6号 機(100

万kw)が 許可 されていた。そのため重油消費量 はほぼ倍増 の550万k1ノ 年が予定 されてい た・東

京電力社史編集委員会編纂,前 掲書,532-533ペ ージ。

41)三 菱油化のナ フサ所要量 は・1973年 度で320万klへ と倍増す ることが予定 されて いた・水口 ・

前掲書.141-155ベ ージ。

42)「 東ill〔共石/最 新鋭の名古屋製油所(10万BID)完 成」『石油文化』第21巻 第11号,1973年ll月 。
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に よ って,よ うや く解 決 に 向 か った ので あ っ た。 この こ とは,グ ル ー プ企 業 だ

けで は利 害 調整 が で きな い こ とを 内外 に露 呈 す る こ と とな っ た 。

また,東 亜 石 油 と ア ジ ア石油 の経 営 権 が移 行 した こ と も重 要 で あ る。 東 亜 石

油 は伊 藤 忠 商事 の 石 油精 製業 へ の展 開 の なか で 吸 収 され て しま った。 また,ア

ジア石 油 は経 営 苦境 を,共 同 石油 グル ー プ参 加 に よ って 巻 き返 そ う と した が,

社 長 の 川 鍋 は 石 油 精 製 業 か ら撤 退 し,三 菱 化 成 グ ル ー プ傘 下 に吸 収 され て し

まっ た。 こ れ ら は企 業 家 的 主 体性 か らの後 退 とい う こ との 象 徴 的事 件 とい え よ

う。

第2に.こ の2社 の経 営 権 が 石 油 産業 以外 の企 業 に移 行 した とい う こ との 意

味 で あ る。 これ は,民 族 系 石 油 企業 を育 成 しよ う とい う通 産 省 の 当 初 の 意 図 ・

理 念 が,共 同石 油 成 立 か ら わず か 数 年 で ほ ころ び始 め た,と い う こ と を示 して

い た 、,

第3に,共 同石 油 グル ー プ の拡 大 の意 味 で あ る。 まず,給 油 所 新 増 設 の 優 先

的 許 可 が通 産省 に よ って行 わ れ た。 しか し共 同石 油 の販 売 シェ ア は伸 び なか っ

た 。 に もか か わ らず グル ー プ の精 製 能 力 新 増 設 の優 先 的許 可 が 行 われ た結 果,

精 販 ギ ャ ッブが拡 大 した。 通 産 省 の民 族 系 石 油企 業 育 成政 策 は、 結 果 と して そ

の 経 営 体 質 を悪 化 させ る こ とにつ なが っ た,と い う こ とを指 摘 しな け れ ば な ら

ない 、,

次 に,富 士 石 油 ・鹿 島 石 油 の グ ル ー プ参 加 で あ る 。 これ に よ って 共 同石 油 グ

ルー プ は,コ ン ビナ ー トリフ ァ イナ リー か ら産 出 され る製 品 の,火 力 発 電 向 け

C重 油 お よ び石 油 化 学 向 け ナ フサ を除 い た分 の購 買 先 と して の位 置づ け も持 つ

こ とに な っ た。 す なわ ち,当 時 発展 の著 しか っ た石 油 化 学 産業 との 関係 の 中 で

共同 石 油 グ ルー プ も戦 略 を・構築 せ ざ る を得 な くな った こ と を示 して い た 。

以 上,こ う した 展 開 過 程 は.共 同石 油 グル ー プ の利 害 関 係 を複 雑 化 させ る過

程 で もあ っ た。 これ は,成 立 当 初 か ら参 加 した3社 以 外 の 企 業 の 戦 略,石 油 産

業 以 外 の企 業 の 戦 略 を.共 同 石 油 グ ルー プ が抱 え ざ る を得 な くな っ た,と い う

こ と を意 味 して い たの で あ る,、
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い ず れ にせ よ,こ の展 開過 程 にお い て,共 同 石 油 グ ル ー プ の全 貌 は整 うこ と

とな った 。 しか し,紙 面 の制 限 の ため,こ れ ら グル ー プ傘 ド諸 企 業 の企 業 間 関

係 を含 め た グ ルー プの存 在 形 態 や,共 同 石 油 グ ルー プの 石 油 産業 に お け る位 置

づ け につ いて は明 らか にで き なか っ た 、、ま た精 販 ギ ャ ップの 拡 大 に つ い て は指

摘 す る に と どめ ざ る を得 なか った。 こ れ ら の点 につ い て は別 稿 で 明 らか に した

いo


